
□　国営事業等の受益地ではない（下の確認者欄に住所・氏名・印を押印してください。）

□　国営事業等の受益地
　　　（下記①～③の□にチェック及び理由の記載・印を押印してください。）
下記の判断した理由によっては、除外できない場合があります。

確認者
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　㊞


受益地における当該施設の確認書

□ ① 特定の農業者だけの利益につながるものではないか。
□ ② 地域の農業振興を図る観点から定める施設となっているか。
□ ③ 当該施設の目的が、直接農業の振興につながるものであるか。

直接農業の振興に資する理由（個別具体的な状況、考え方を記載すること）
 個別具体的な状況　

1 特定の農業者だけの利益につながるものではないことがわかる考え方。



2 地域の農業振興を図る観点から定める施設であることがわかる考え方。



③当該施設の目的が、直接農業の振興につながるものであることがわかる考え方。
















 　　



（記載上の留意点等）
・農家住宅、分家住宅については、地域農業の維持や担い手確保のために必要な施設であることを説明すること。
・農産物直売所、農産物加工施設については、「既存の施設が遠い」「規格外の地元農産物の販売、加工が可能になる」等設置する意義を詳しく記載すること。
・「施設を地域の農業者が利用する」「施設の経営者又は従業員が農業従事者である」ことだけでは、地域農業の振興に資するとは認められない。
・上記以外の施設については、地域農業の振興が明らかになる説明資料を添付すること。
【直接農業の振興になじまないものの例示】
露天資材置き場、工場、小売店舗（コンビニ）

※「国営事業等の受益地」とは、農振法の規定による国営事業や県営事業等で、土地改良事業等が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過するまでが対象となります。
平成３０年２月

農用地区域変更申出（いわゆる農振除外）
の追加様式についてのお知らせ

平成29年3月28日に農用地利用計画の設定又は変更に係る同意基準を岡山県が策定しました。

参考URL
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/506094_3793892_misc.pdf

この附則において「この同意基準は、平成３０年１１月１日以後に提出された法第８条第４項（法第１３条第４項において準用する場合を含む。）に規定する協議から適用する。」とされております。

上記同意基準の策定により、平成３０年３月１日以降に申出する場合、裏面にある追加様式が必要となりますので、ご注意下さい。
また、一時転用の取り扱いについても、下記のとおり変更となります。

○　平成３０年２月２８日まで
これまで通りの農振除外の取り扱い
※　永久転用目的の一時転用は、平成３０年２月２６日許可申請までが、これまで通りの取り扱いとなります。

○　平成３０年３月１日以降
平成３０年８月除外申出分となるため岡山県の新基準の適用
・裏面の追加様式が追加で全ての案件に必要。
・永久転用目的の一時転用の場合は、許可申請と同時に農振除外の申出も必要。
（２月末締め又は８月末締めの直近の案件として除外見込みがあるかどうかについて判断します。（ただし、除外は一時転用の期間終了時となります。））

　　※　永久転用許可は、一時転用期間終了の直前に受けていただくことになります。
　　※　農振除外ができない場合、原形復旧していただく必要があります。




このお知らせにつきましてご不明な点は、下記までお問い合わせ下さい。

[bookmark: _GoBack]【お問い合わせ先】
岡山市産業観光局
農林水産課農政係
TEL：０８６－８０３－１３４３

省令第4条の５第1項第27号各号の要件の判断について
１　農業委員会の意見について（省令第4条の５第1項第27号イ）
　    
２　公告縦覧について（省令第4条の５第1項第27号ロ）
　　  
３　定期的な検証（省令第4条の５第1項第27号ハ）
　　 
４　振興計画の定める施設の規模（省令第4条の５第1項第27号ニ）
　　 
５　農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であり、法第１０条第３項各号に掲げる土地以外の土地をもって代えることが困難であること（省令第4条の５第1項第27号ホ）
　　 
６　周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと（省令第4条の５第1項第27号ヘ）
　　 
７　効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと（省令第4条の５第1項第27号ト）
　　 
８　土地改良施設の有する機能に支障を及ぼさないこと（省令第4条の５第1項第27号チ）
　　 
９　面的整備事業の受益地の取扱い（省令第4条の５第1項第27号リ）
　　該当なし。
10　中間管理権の存続期間の満了（省令第4条の５第1項第27号ヌ）

11　５年以内の整備見込み（省令第4条の５第1項第27号ル）
　　 
12 行政庁による処分見込み（省令第4条の５第1項第27号ヲ）
（１）農地法に基づく農地転用許可
　　 
（２）都市計画法に基づく開発許可
　　 
1３　土地改良事業等の実施中の事業主体の同意（省令第4条の５第1項第27号ワ）
　　 












